
島 根 県 報
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企業参入促進資金利子補給金交付要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

別表貸付条件の欄中「年���パーセント」を「年��	パーセント」に改める。

� �

この告示は、平成��年�月�日から施行する。

��������


土地改良法 (昭和
�年法律第���号) 第��条第�項の規定に基づき､ 県営土地改良事業計画を決定したので､ 同条第

項の規定により次のとおり関係書類を縦覧に供する｡

なお､ 当該事業の利害関係人で当該事業計画に異議のあるものは､ 縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい｡

平成��年�月�日

第����	号 平成��年�月�日 (�)

� �

� �

企業参入促進資金利子補給金交付要綱の一部改正 （農 業 経 営 課） �

県営土地改良事業計画の決定 （農 村 整 備 課） �

保安林の指定 （森 林 整 備 課） 


保安林予定森林 （ 〃 ） 


漁船損害等補償法の規定に基づく付保義務の消滅 （水 産 課） �

� �

特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る書類の縦覧 （環境生活総務課） �

特定非営利活動法人の定款の変更の申請に係る書類の縦覧 （ 〃 ） �

平成��年度後期技能検定の実施 （労 働 政 策 課） �

������

平成��年度建設機械（雪寒）購入に係る一般競争入札の落札者等 （道 路 維 持 課） �

空港用	����立級大型化学消防車調達に係る一般競争入札の実施 （港 湾 空 港 課） �

����

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定 ��

める規則の一部を改正する規則

� �

平成��年�月日付け島根県報第��	��号中 （農 村 整 備 課） �
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平成��年�月�日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

和田地区用排水施設事業 (県営ため池等整備事業) 計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間

� 縦覧の場所

大田市役所

���������	

森林法（昭和��年法律第���号）第�	条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第

条第�項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林の所在場所

松江市鹿島町佐陀本郷字空地���－�、���から��	まで、���、字坂根�	��、�	��、�	��、字空ノ地�	��、�	��、�	��

から�	��まで、�	��、�	��、�	��、�	��、�	��

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������
	

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第
�条の�第�項の規定により告示する。

平成��年月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

安来市伯太町安田関���内�、���内�、���内�、���－�、���から�
	まで、�
�から���まで、��	、���、�	�－�

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

第�����号 平成��年月�日(�)



島 根 県 報

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	


漁船損害等補償法（昭和��年法律第��号）第���条の�第�項第�号の規定により、次の加入区について、平成��年島

根県告示第�	�号による保険に付すべき義務は、平成��年
月��日限り消滅したので、同条第�項及び同法施行規則（昭

和��年農林省令第��号）第��条の�の規定により告示する。

平成��年月�日

島根県知事 澄 田 信 義

和江加入区

� �

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請が

あったので、同条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年
月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 久栄会

� 代表者の氏名

佐々木利勝

� 主たる事務所の所在地

益田市久城町	��番地�

� 定款に記載された目的

この法人は、地域住民のために、多様な福祉及び生活支援、子どもに安全な街づくり、防災意識の高揚、環境美化及

び保全、海洋の調査分析、文化歴史に係わる研究及びイベント事業を行い、社会への寄与及び地域の活性化を目的とす

る。

� 縦覧に供する書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間


 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第�項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので、同条

第�項において準用する第��条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年月�日

第�����号 平成��年月�日 (�)



島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 おおだ子どもセンター

� 代表者の氏名

早瀬眞知子

� 主たる事務所の所在地

大田市大田町大田イ��	番地



 定款に記載された目的

この法人は大田および大田周辺地域の子どもに対して、子どもとともに権利主体としての子どもを支援する事業を行

ない、子どもの豊かな成長に寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

変更後の定款

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

平成��年度後期技能検定を次のとおり実施する。

平成��年月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 実施職種（作業名）及び実施等級

� 特級技能検定を実施する職種

鋳造

金属熱処理

機械加工

放電加工

金属プレス加工

工場板金

仕上げ

機械検査

ダイカスト

機械保全

電子機器組立て

電気機器組立て

空気圧装置組立て

油圧装置調整

建設機械整備

婦人子供服製造

紳士服製造

第�����号 平成��年月�日(�)



島 根 県 報

� �級技能検定及び�級技能検定を実施する職種（作業名）

さく井（ロータリー式さく井工事作業）

金属溶解（鋳鋼誘導炉溶解作業）

工場板金（機械板金作業、数値制御タレットパンチプレス板金作業）

ロープ加工（ロープ加工作業）

機械検査（機械検査作業）

機械保全（機械系保全作業、電気系保全作業、設備診断作業）

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

時計修理（時計修理作業）

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

油圧装置調整（油圧装置調整作業）

縫製機械整備（縫製機械整備作業）

農業機械整備（農業機械整備作業）

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

婦人子供服製造（婦人子供既製服パターンメーキング作業、婦人子供既製服縫製作業）

和裁（和服製作作業）

強化プラスチック成形（積層防食作業）

石材施工（石材加工作業）

菓子製造（洋菓子製造作業、和菓子製造作業）

建築大工（大工工事作業）

かわらぶき（かわらぶき作業）

配管（建築配管作業）

型枠施工（型枠工事作業）

鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業、鉄筋組立て作業）

コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

防水施工（アスファルト防水工事作業、合成ゴム系シート防水工事作業、塩化ビニル系シート防水工事作業、改質

アスファルトシートトーチ工法防水工事作業）

ガラス施工（ガラス工事作業）

テクニカルイラストレーション（立体図作成作業）

建築図面製作（建築製図ＣＡＤ作業）

機械・プラント製図（機械製図手書き作業、機械製図ＣＡＤ作業）

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

金属材料試験（機械試験作業、組織試験作業）

塗装（鋼橋塗装作業）

� �級技能検定を実施する職種（作業名）

機械検査（機械検査作業）

電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業、シーケンス制御作業）

時計修理（時計修理作業）

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

和裁（和服製作作業）

建築大工（大工工事作業）

配管（建築配管作業）

テクニカルイラストレーション（テクニカルイラストレーション作業）

第�����号 平成��年	月�日 (
)



島 根 県 報

機械・プラント製図（機械製図手書き作業）

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

� 単一等級技能検定を実施する職種（作業名）

電子回路接続（電子回路接続作業）

枠組壁建築（枠組壁工事作業）

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

� 受検資格

受検資格は、特級技能検定については職業能力開発促進法施行規則（昭和��年労働省令第��号。以下「規則」とい

う。）第��条に規定する者とし、�級技能検定については規則第��条の�に規定する者とし、�級技能検定については

規則第��条の�に規定する者とし、�級技能検定については規則第��条の�に規定する者とし、単一等級技能検定につ

いては規則第��条の�に規定する者とする。

� 試験の免除

試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲は、特級技能検定については規則第�	条第�項の規定により、�

級技能検定については同条第�項の規定により、�級技能検定については同条第�項の規定により、�級技能検定につ

いては同条第�項の規定により、単一等級技能検定については同条第
項の規定による。

� 試験実施期日

� 実技試験

平成��年��月�	日（金）から平成�年�月��日（日）までの間で別途島根県職業能力開発協会が定め、受検者に通

知する。

� 学科試験

ア 特級

平成�年�月�日（日）

イ �級及び�級

ウ �級

エ 単一等級

第�����号 平成��年�月�日(�)

職 種 学 科 試 験 日

金属溶解、機械検査､ 電気機器組立て､ 婦人子供服製造､ 菓子製造､ 配管､ 型枠施

工､ 鉄筋施工､ ガラス施工､ 金属材料試験
平成�年�月��日（日）

さく井､ 工場板金､ ロープ加工､ 時計修理､ 空気圧装置組立て､ 油圧装置調整､ 農

業機械整備､ 冷凍空気調和機器施工､ 強化プラスチック成形､ 石材施工､ 建築大

工､ かわらぶき､ コンクリート圧送施工､ 防水施工､ 建築図面製作､ 機械・プラン

ト製図､ 塗装

平成�年�月�日（日）

機械保全､ 縫製機械整備､ 和裁､ テクニカルイラストレーション､ 電気製図 平成�年�月��日（日）

職 種 学 科 試 験 日

機械検査､ 電気機器組立て､ 配管 平成�年�月��日（日）

時計修理､ 冷凍空気調和機器施工､ 建築大工､ 機械・プラント製図 平成�年�月�日（日）

和裁､ テクニカルイラストレーション､ 電気製図 平成�年�月��日（日）

職 種 学 科 試 験 日

樹脂接着剤注入施工 平成�年�月�日（日）

電子回路接続､ 枠組壁建築 平成�年�月��日（日）



島 根 県 報

� 試験実施場所

実技試験及び学科試験の実施場所は、別途島根県職業能力開発協会が定め、受検者に通知する。

� 試験問題の公表

実技試験の問題は、平成��年��月��日（金）に島根県職業能力開発協会において公表する。

なお、一部の職種については問題を公表しない場合もある。

� 試験科目

技能検定の実技試験及び学科試験は、特級の技能検定にあっては規則別表第��の�の上欄に掲げる検定職種に応じ同

表の中欄及び下欄に掲げる試験科目について、�級技能検定にあっては規則別表第��の上欄に掲げる検定職種に応じ同

表の中欄及び下欄に掲げる試験科目について、	級技能検定にあっては規則別表第�
の上欄に掲げる検定職種に応じ同

表の中欄及び下欄に掲げる試験科目について、�級技能検定にあっては規則別表第�
の	の上欄に掲げる検定職種に応

じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目について、単一等級技能検定にあっては規則別表第�
の�の上欄に掲げる検定

職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目について実施する。

� 受検手続

� 提出書類

ア 技能検定受検申請書

イ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証明する書類

� 申請書類の提出先

松江市西嫁島�丁目番地�号 ＳＰビル	階

島根県職業能力開発協会

� 申請書類の受付期間

平成��年�月��日（月）から��月�日（金）までとする。ただし、郵送（書留郵便とし、「技能検定受検申請書在

中」と朱書すること。）の場合は、��月�日（金）の消印のあるものまでを受け付ける。

� 受検手数料

受検手数料の額は次のとおりとし、受検申請書に添えて納付しなければならない。ただし、実技試験又は学科試験

の免除を受けようとする場合は、免除を受ける試験の手数料の納付を要しない。

なお、受検申請を受け付けた後は、申請を取り消した場合又は試験を受けなかった場合でも手数料は返還しない。

ア 特級

イ �級、	級、�級及び単一等級

ただし、�級を受検する者のうち、職業能力開発促進法（昭和��年法律第��号）による公共職業能力開発施設で

職業訓練を受講しているもの、同法による認定職業訓練のための施設で職業訓練を受講しているもの（就職してい

るものを除く。）又は学校教育法（昭和��年法律第��号）による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校（中等

教育学校の後期課程を含む。）、専門学校又は各種学校に在学するもの、その他知事が認めるものに係る受検手数

料の額は次のとおりとする。

第�����号 平成��年�月	日 (�)

職 種 実技試験の手数料の額 学科試験の手数料の額

全職種 ������円 
����円

職 種 実技試験の手数料の額 学科試験の手数料の額

下記以外の職種 ������円


����円
機械検査、婦人子供服製造 �
����円

和裁、テクニカルイラストレーション、建築図面製作、機

械・プラント製図、電気製図
������円



島 根 県 報

� 受検申請書用紙の交付

技能検定受検申請書の用紙及び受検案内は、島根県職業能力開発協会において交付する。

なお、受検申請書用紙の郵送を希望する場合は、「技能検定受検申請書請求」と朱書し、返信用封筒（あて名を明記

し、切手をはること。）を同封すること。

�� 合格発表等

� 合格者の氏名は、平成��年�月��日（火）に島根県報で公告する。

� 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者には、島根県職業能力開発協会が平成��年�月��日 (火) に書面で

通知する。

� 特級技能検定、�級技能検定及び単一等級技能検定の合格者については厚生労働大臣名の、�級技能検定及び�級

技能検定の合格者については島根県知事名の合格証書を交付する。また、特級技能検定の合格者には特級技能士章

を、�級技能検定の合格者には�級技能士章を、�級技能検定の合格者には�級技能士章を、�級技能検定の合格者

には�級技能士章を、単一等級技能検定の合格者には単一等級技能士章を交付する。

�� その他

技能検定について不明な点は、島根県商工労働部労働政策課又は島根県職業能力開発協会に問い合わせること。

� � � � � �

次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成	年政令

第
��号）第��条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成	年島根県規則第

�
号）第�条の規定により公示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 物品等の名称､ 配車先及び数量

� 除雪グレーダ（
�ｍ級）、�台、川本土木建築事務所

� 凍結防止剤散布車（
��）、�台、木次土木建築事務所及び出雲土木建築事務所

� 凍結防止剤散布車（���）、�台、益田土木建築事務所

� 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

島根県土木部道路維持課道路管理グループ 島根県松江市殿町�番地

� 落札者を決定した日

� 平成��年	月��日

� 平成��年	月��日

� 平成��年	月��日

� 落札者の氏名及び住所

� 西日本キャタピラー三菱建機販売株式会社 島根県安来市今津町���－�

� 中国ＴＣＭ株式会社山陰支店 島根県八束郡東出雲町大字錦浜��
－



� 株式会社 原商 島根県松江市宍道町白石��番地��

� 落札金額

第�����号 平成��年�月�日(�)

職 種 実技試験の手数料の額 学科試験の手数料の額

下記以外の職種 ������円


����円
機械検査 �����円

和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製

図、電気製図
�����円



島 根 県 報

� ����������円

� ����������円

� ����������円

� 契約の相手方を決定した手続

� 一般競争入札

� 一般競争入札

� 一般競争入札

	 特例公告を行った日

平成�
年�月��日

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第��
条の�第�項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成	年政令第
�号）第�条の規定により公告する。

平成�
年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 調達内容

� 調達件名及び数量

空港用�����立級大型化学消防車 �台

� 調達物品の特質等

調達物品の性質等に関し、入札説明書で指定する特質等を有すること。

� 納期限

平成��年�月��日

� 納入場所

島根県隠岐郡隠岐の島町岬町

島根県隠岐支庁土木建築局隠岐空港管理所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した金額（当該金

額に�円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の���分の�

��に相当する金額を入札書に記載すること。

� 入札参加資格

� 入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。

ア 地方自治法施行令第��
条の�の規定に該当しない者であること。

イ 物品の製造の請負及び売買に係る入札参加資格審査要綱（昭和��年�月�日島根県告示第�号）第�条の規定に

より、入札に参加する者に必要な資格があると開札の日の前日までに知事の承認を受け、物品の製造の請負及び売

買に係る入札参加資格者名簿（��車輌類）に格付Ａで登載された者であること。

ウ 空港用�����立級大型化学消防車調達に係る物件（以下「調達物件」という。）の提案をした者であって当該提

案について要求仕様を満たすものであると開札の日の前日までに知事の承認を受けた者であること。

� 入札の参加資格審査を申請する者は、入札参加資格審査申請書（以下「資格審査申請書」という。）を提出し、資

格審査申請書に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

ア 提出期間

平成�
年�月��日から平成�
年�月�日（島根県の休日を定める条例（平成元年島根県条例第�号）第�条第�

第��
��号 平成�
年�月�日 (�)



島 根 県 報

項に規定する県の休日を除く。）までとする。

イ 提出時間

午前�時から正午まで及び午後�時から午後�時まで（郵送による場合も平成��年�月��日午後�時までに到着

していること。）

ウ 提出場所

〒�	�―
��� 島根県松江市殿町�番地 島根県出納局会計課

電話 �
��―��―���� ファクシミリ �
��―��―�	��

エ 提出方法

持参又は郵送により提出するものとする。

� 入札の参加を希望する者は、調達物件の提案を記載した書類（以下「調達物件提案書」という。）を提出し、調達

物件提案書に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

ア 提出期間

原則として平成��年�月��日から平成��年��月日までとする。ただし、平成��年��月�日から開札の日の前日

までの期間内に提出することを妨げるものではない。

イ 提出時間

午前�時から正午まで及び午後�時から午後�時まで（郵送による場合も平成��年��月日午後�時までに到着

していること。）

ウ 提出場所及び提出方法

の�に掲げる場所へ、持参又は郵送により提出するものとする。

エ 承認審査の打ち切り

アのただし書に規定する期間内に調達物件提案書を提出した場合において開札の日の前日までに審査を終了する

ことができないときは、審査を打ち切るものとする。

 入札手続等

� 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒�	�―
��� 島根県松江市殿町�番地 島根県土木部港湾空港課

電話 �
��―��―���� ファクシミリ �
��―��―����

� 入札説明書の交付方法

平成��年�月�日から平成��年��月日までの間、交付場所において交付するものとする。

� 入札書の受領期限及び場所

ア 期限 平成��年��月��日午後�時（郵便又は信書便による入札にあっては、正午までに到着していること。）

イ 場所 平成��年��月��日正午までは上記�に掲げる場所とし、それ以降は下記�ロに掲げる場所とする。

� 開札の日時及び場所

ア 日時 平成��年��月��日（木）午後�時

イ 場所 島根県松江市殿町�番地 島根県庁会議棟第�会議室

� その他

� 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

� 入札保証金

入札者が見積もった契約金額の���分の�以上を入札書の提出時に納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和�

	年島根県規則第��号）第��条の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第�	条の�各号のいずれかに該当する場合は免

除する。

第�����号 平成��年�月�日(��)
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� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した書類を添付して入札書の受領期限までに提

出しなければならない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、入札に求められる義務を履行しなかったときその他島根

県会計規則第��条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 契約書の作成の要否

要する。

� 落札者の決定方法

調達物件提案書により本公告に示した調達内容を履行できると知事が判断した資料を添付して入札書を提出した入

札者であって、島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とする。

� その他

詳細は入札説明書による。

� �����	


� ����	����������
�����	�����������	�����：����	��	��	������	

� ���	����������	
：��	��	
� !�""#

� $���������	
：%&���	��	���������	�����%����!������$	����	

� �����������	：�'""�(�(�� %����	�"!�"")（�������������
 ���������	�����
 ��

�	����	��������
������%����	�"!�"")）

� $������	�������	��������：*�	��	�����	��	���������!���	������$�����+�	&�!������

$	����	��,��	���� ���������!-����.���������./�!�0". )"12����

$�������	" )�.��.))#� ��3����	" )�.�1.��4#

� � � � � � �

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成1#年5月6日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

�	
����������

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年島根県人事委員会

規則第��号）の一部を次のように改正する。

第6条中「別表第#0」を「別表第 "」に改める。

別表第#0の次に次の7表を加える。

����� 奥出雲町

第1!#"�号 平成1#年5月6日 (11)

機 関 職

議会事務局 局長

町長部局 参事 課長 室長 人事担当課長補佐 財政担当課長補佐 人事係長 財政係長

保育所 所長

教育委員会事務局 教育長 教育課長



平成��年�月�日 印刷
平成��年�月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)

島 根 県 報

� �

この規則は、公布の日から施行する。

� �

平成��年
月�日付け島根県報第����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第���	�号 平成��年�月�日(��)

幼稚園 園長

小学校 校長 教頭

中学校 校長 教頭

病院
院長 副院長 医療部長 診療部長 部長 医長 地域医療室長 総看護師長 看護師長

技師長 薬局長 事務長 参事 課長

ページ 行 誤 正

� 上から� 金阪 幸彦 金坂 寛夫


